令和７年度　第２回　大阪府立学校いじめ防止対策等審議会議事録


令和８年２月９日（月）
10：00～12：00
於：大阪府庁本館５階　議会特別会議室（大）


出席者　新井肇（関西外国語大学教授）、伊山喜二（大阪社会福祉協議会）、
栗本美百合（大阪府臨床心理士会）、眞鍋亘（大阪府立高等学校ＰＴＡ協議会）、
峯本耕治（大阪弁護士会）　山下仰（大阪精神診療所協会）
	

	事務局
	大阪府立学校いじめ防止対策等審議会規則第８条第２項、「委員の過半数が出席」を満たしておりますので、審議会の成立を確認します。

	委員
	はじめに、令和元年度から令和６年度までのいじめの認知件数について、事務局より説明をお願いします。

	事務局
	令和元年度から６年度の府立学校全体のいじめの認知件数は令和２・３年度はコロナ禍の影響で減少しましたが、令和４年度より増加傾向にあります。これは「いじめの定義」が学校に浸透し、積極的な認知が進んでいると前向きに捉えています。いじめの発見のきっかけについては、令和６年度は教職員以外の情報からの発見が教職員による発見を上回りました。特に保護者からの訴えが大幅に増加しており、保護者の理解が進んでいる結果と考えています。
支援学校の状況について報告します。令和６年度の件数は前年度と比べ減少しましたが、依然として高い水準です。本人からの訴えが減少する一方、保護者からの訴えが増加しており、本人が発信しづらい環境にあることを危惧しています。支援学校の生徒には距離感に課題があるケースも多いため、ソーシャルスキルトレーニング等で対応してまいります。

	委員
	全国平均と比較して大阪がどうなのかの検討も必要です。あといじめの解消について謝罪の場を設けただけで解消としていないでしょうか。

	事務局
	いじめの認知件数について、大阪府は全国平均との差があり、認知にはまだ課題があると考えています。いじめの解消率については、高等学校は全国より高い傾向にあります。いじめの解消の定義については繰り返し各校に伝えてまいります。

	委員
	発見のきっかけについて、先生の発見が下がり、生徒や保護者からの訴えが上がっている原因は何でしょうか。

	事務局
	保護者の不安や厳しい意見が届いていることが数字に出ているのかもしれません。支援学校では、本人の意図的な行為かどうかを教員が丁寧に見ている部分もあります。教員の感度を高く保つ必要があります。

	委員
	次に令和７年度のいじめ重大事態について、この間生起している事象について事務局より説明をお願いします。

	事務局
	　（非公開）

	委員
	次にSNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受けた緊急の対応要請について事務局より説明をお願いします。

	事務局
	文部科学省からの指示を受け、各校に対し、いじめ・暴力行為が見逃されていないかの確認、相談窓口の周知など児童生徒が声をあげられる環境整備、情報モラル教育の実施など５項目を指示しました。

	委員
	警察との連携も強化しておくべきです。

	事務局
	平時より関係会議等を通じて、警察と連携しております。今回の動画の投稿・拡散についても密に連携を図りながら対応してまいります。

	委員
	最後に、「いじめ初期対応のてびき」の改訂について、事務局より説明をいただいたのち、審議したいと思います。

	事務局
	これまで本審議会において、「いじめ初期対応のてびき」を審議いただき、令和７年４月に改訂版を発出しました。学校からは事案対応時に有効に活用している、と報告がある一方で、いじめ重大事態の初期対応に不安を感じている、との声もありました。そのため、「いじめ初期対応のてびき」にいじめ重大事態のフローチャートを追加し、学校の動きを明確化したいと考えています。

	委員
	　フローチャートがいじめの認知から始まっていますが、いじめ事案の発覚と同時にいじめ重大事態と認定するケースもあります。また、不登校支援はしていたが、いじめに気づいていなかった、というケースも多くあります。理想的な流れだけでなく、様々なパターンを示してはどうでしょうか。

	委員
	いじめの認知と重大事態認定が同時になるのを避けることができるよう、早期発見の重要性を強調する構成にしてください。

	委員
	アセスメントを大事にすべきです。元気がない時に、なぜなのかを丁寧に探らないと重大事態を見逃します。

	委員
	事前に学校がいじめ事案の対応について、どうしたらいいか、ということを教育委員会に相談してもらうことで、重大事態化となるのを防ぐ、というメッセージにすべきです。「報告」ではなく「相談」に重点を置いてください。

	事務局
	生徒が突然連続して欠席するようになり、一定期間経過するというのは背景に何かあるはずです。先生方に生徒のアセスメントを行う、というメッセージは出していきます。

	委員
	　審議は以上となります。
本日の様々な意見を踏まえ、事務局には継続して、フローチャートについて要点を再度整理し、本審議会とも相談した上で確定させることにしましょう。

	事務局
	それでは、これをもちまして令和７年度第２回大阪府立学校いじめ防止対策等審議会を閉会いたします。
本日はありがとうございました。



